
 京都市保健所条例施行規則の一部を改正する条例を公布する。 

  平成２５年１１月１５日 

                          京都市長 門 川 大 作 

京都市規則第   号 

   京都市保健所条例施行規則の一部を改正する規則 

京都市保健所条例施行規則の一部を次のように改正する。 

第１条本文中「京都市保健所条例（以下「」及び「」という。）」を削り，「第３条第２

項及び第３項」を「第３条第３項及び第４項」に改め，同条ただし書中「算定した額」の

右に「（以下「診療報酬算定額」という。）」を，「８割」の右に「（集団検診（受診者の数が

１０人以上のものに限り，かつ，労働安全衛生規則第４４条の規定により事業者が行う健

康診断を除く。）に係る使用料等にあっては，４割）」を加え，同条を同条第２項とし，同

条に第１項として次の１項を加える。 

 京都市保健所条例（以下「条例」という。）第３条第２項の規定の適用を受けようと

する者は，その者が同項各号のいずれかに該当することを証明する書類を市長に提出し

なければならない。 

第２条各号列記以外の部分中「前条」を「前条第２項」に，「診療報酬の算定方法によ

り算定した額」を「診療報酬算定額」に改める。 

第３条を次のように改める。 

（使用料等の減免） 

第３条 条例第５条の規定により使用料等の減額又は免除を受けようとする者は，減額又

は免除を受けようとする理由を記載した申請書に当該理由を証する書類を添えて，市長

に提出しなければならない。 

 別表診療報酬の算定方法に定めがないものの項中 
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   附 則 

 この規則は，公布の日から施行する。 

（保健福祉局保健衛生推進室保健医療課） 

 

 


